
 

 

 

 

区では、区長を本部長とした「墨田区男女共同参画推進本部」が、計画の推進や評価を行

いながら男女共同参画に関する施策を総合的・横断的に推進しています。 

また、男女共同参画に関する区の取り組み状況や実態について、学識経験者及び区民等で

構成する「墨田区男女共同参画推進委員会」に意見や助言を求め、区民の意見を積極的に計

画に反映させています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墨田区男女共同参画推進体制 

墨田区長 

区民・団体・企業・NPO・教育関係者等 

関係各課 

東
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墨田区男女共同参画推進委員会 
構成員：学識経験者・区民・団体等 

すみだ女性センター 

事務局 
事務局長：総務部長 
人権同和・男女共同参画課 

墨田区男女共同参画推進本部 
本部長 ：区長 
副本部長：副区長 
本部員 ：教育長 

部長(部長相当職含む) 
幹事会 
幹 事  ：総務部長 

関係課長 (設置要綱による) 

庁内推進体制 

資料６ 


